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外国子会社配当益金不算入と間接外国税額控除の廃止 
 

平成 21 年度税制改正大綱（国際課税）解説（１） 
 
平成 20 年 12 月 12 日付けで、自民党税制改正大綱が発表され、また、平成 20 年 12 月 19 日付け

で財務省より税制改正大綱が発表されました。その中の国際課税に関する改正点のうち主な事項に

ついて説明します。 
＊ ＊ ＊ 

 
内国法人が、外国子会社から受ける配当の一部を益金に算入しない制度が創設されます。 
 
対象となる外国子会社は、内国会社が、発行済み株式等の 25％以上を、配当等の支払義務が

確定する日以前 6 ヶ月以上継続して直接有している外国法人です。 
 
現行法では、内国法人が、そのような外国法人から配当を受領する場合には、間接税額控除制

度が認められています。間接税額控除制度とは、内国法人が外国子会社から配当等を受領した場

合に、当該外国子会社が支払った法人税のうち、内国法人が受領する配当等に対応する部分につ

いて、内国法人が支払った外国法人税額とみなして、税額控除をみとめるものです。この制度を利

用すると、受領した配当等の額に、外国子会社が払った法人税の額のうち、配当等に対応する額を

加えて益金に算入したうえで、それにかかる法人税から、配当等にかかった外国税、外国子会社が

払った法人税額が控除されます。 
 
しかし、平成 21 年の税制改正により、内国法人が、対象となる外国会社から受領する配当等につ

いては、内国法人は、益金に算入しなくてもよいことになり（すなわち法人税の対象とならず）、その

代わりに間接外国税額控除は適用されないこととなりました。 
 
但し、受領する配当等の額の 5％に相当する額は、配当を受領するのにかかる経費見合いとの理

由で、益金に算入しない配当等の額から控除する（すなわち、その金額については益金に算入しな

くてはならない）とされています。従って、実際に損金不算入となる金額は、受領した配当の 95％とい

うこととなります。 
 
なお、上記の制度の適用をうけられるのは、配当を支払う外国法人の発行済み株式総数の 25%

以上を配当等の支払義務確定日から 6 ヶ月以上保有している内国法人に限られます。個人投資家

や、外国会社の株式の 25％未満を保有している法人投資家はこの制度が適用されず、外国法人か

ら受領した配当は所得・益金に算入されますのでご注意ください。 
 
上記の外国子会社配当益金不算入制度が適用され、タックスヘイブン税制が適用されない場合

には、内国法人が、外国子会社から受領する配当等については全く日本国内の法人税の対象とは

ならず、当該配当等に対する税負担は、外国子会社が支払った国外の法人税のみとなることとなり
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ました。 
 
この改正は、内国法人が平成 21 年 4 月 1 日以降開始する事業年度に受領する配当等に適用さ

れます。 
 

＊  ＊  ＊ 
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